
保存版

解約できるのかな？
どうしよう？信頼できるかな？

騙されたかも…

　商品やサービスの多様化に伴い、悪質な電話勧誘や訪問販売、契約や取引に関するトラブル、
多重債務など、消費生活に関する様々な問題が発生しています。そうした被害や不安、苦情など
について相談を受け付け、問題解決のための助言やあっせんなどをして、問題解決の手助けをす
るのが「消費生活センター」です。
　事業者とのトラブルで困ったときや、商品やサービスについて「あやしいな」「不安だな」と思ったと
きは、一人で悩まずにお早めに「消費生活センター」にご相談ください。

消費生活相談専用ダイヤル

☎０５７７-３５-２０３０
高山市消費生活センター（高山市役所　協働推進課内）
受付時間：８:３０～１７:１５（土・日・祝・年末年始を除く）

はい！
高山市消費生活センターです！

そうだ‼
電話で聞いてみよう!


